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岐阜県健康福祉部障害福祉課長  

 

岐阜県福祉友愛プール・岐阜県福祉友愛アリーナにおける 

新型コロナウイルス感染症対策に係る利用制限の廃止について 

 

標記施設については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和２年６月１日から感染

防止対策及び一部利用制限を実施した上での運営としておりました。この度、令和５年２月６日付け「コ

ロナ社会を生き抜く行動指針」（岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部）の改訂に基づき、一部の利

用制限について、令和５年３月１日から下記のとおり廃止することとしましたので、通知します。 

皆さまには大変ご不便をおかけいたしましたが、引き続き当施設のご利用をお願いいたします。 

 

記 

 １ 制限を廃止する日 

  令和５年３月１日から 

 

２ 廃止する利用制限 

項目 廃止する内容 

利用時間の制限 

クール制を廃止し、従前の開館時間どおりの営業となります。 

１０～４月： 午前１０時～午後９時 

  ５～９月： 午前 ９時～午後９時 

利用人数の制限 各クールの利用人数の上限を廃止し、従前までの利用方法となります。 

利用予約制 

福祉友愛プールの個人利用に係る事前予約制を廃止し、従前の利用方法と

なります。 

※福祉友愛アリーナは従来通りすべて予約制です。 

 

３ 継続して実施する感染症対策 

項目 感染症対策の内容 

基本的な感染症対策 消毒（手指、館内設備）、定期的な換気は引き続き実施します。 

入館時チェック 
入館時の手指消毒及び検温に引き続きご協力願います。 

※利用者ご自身で健康状況をご確認の上、施設をご利用ください。 

マスク着用の推奨 
マスクの着用が推奨される場面（更衣室等）では、引き続きマスク着用に

ご協力願います。 

 ※その他感染症対策は、感染拡大状況に応じて変更することがあります。ご了承ください。 



４ 各施設の利用について 

・運営方法の変更の詳細等につきましては、各施設ホームページをご覧ください。 

    岐阜県福祉友愛プール ： https://gpsa.jp/pool/ 

    岐阜県福祉友愛アリーナ： https://gpsa.jp/arena/ 
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